
令和４年度提出要領 

 

川辺町競争入札参加資格審査申請書（追加）提出要領 

 

 

物 品 等 

 

 令和５年度に川辺町が発注する物品調達の入札に参加を希望する者は、川辺町競争入札参加資

格審査申請を行い、認定を受け、入札参加資格者名簿に登載される必要があります。 

 物品調達に係る入札参加資格申請の受付及び審査については、本提出要領に基づき申請してく

ださい。 

 

 注１：物品等は、「建設工事」「測量・建設コンサルタント等」「一般業務委託」以外の業務

となります。 

 

１ 入札参加資格審査申請の要件 

次の各号のいずれかに該当する者は、入札の参加資格審査申請書を提出できません。 

    １）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

    ２）市町村民税及び消費税・地方消費税の納期限の到来している税を完納していない者 

    ３）当該業務に必要な許可、審査、登録又は認定を受けていない者 

 

  注２：資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載した場合、または入札参加資格の 

  認定後に各号のいずれかに該当することとなった場合は、入札の参加資格を取り消すこと 

  があります。 

 

２ 入札参加資格の有効期限 

   有効期限  令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの１年間です。 

   今回の入札参加資格審査は、川辺町が令和５年４月１日から令和６年３月３１日までに発

注する物品調達に使用する「入札参加資格者名簿」に登載する物品調達業者を審査するもの

です。 

 

３ 申請日時及び場所 

１） 申請期間  令和５年２月１日（水）から令和５年２月１９日（火）まで 

ただし、土曜・日曜・祝祭日は除く 

２） 受付時間  午前９時～正午、午後１時～午後４時 

３） 受付場所  川辺町役場２階 総務課（郵送による受付可。ただし、郵送に係る全て

の費用を申請者が負担すること。郵送の場合は、令和５年２月１９日ま

での消印があるものを有効とします。） 

 

４ 申請書類及び記入方法 

      以下の書類を提出してください。 

１）川辺町競争入札参加資格審査申請書（物品等） 様式第１号 

・申請者記入欄には、必ず本社（店）所在地・商号又は名称・代表者職氏名で記入し

てください。川辺町との取引を支店及び営業所等に委任される場合でも必ず本社（店）

で記入してください。 

 

２）登録希望業種申請書（物品等） 様式第２号 

・川辺町が発注する物品調達の入札に参加を希望する業種の「希望の有無」欄に○を

     記入してください。希望業種の内容について補足する場合は、業務内容詳細を備考欄

     に記入してください。 



 

 

    ３）営業概要書  様式第３号 

          記載方法 

          ・１ 「川辺町と取引をする本店又は取引を委任されている支店・営業所等について記

入」 

         川辺町との取引を支社（店）又は営業所等に委任する場合は委任先の該当項

目を、川辺町との取引を直接本社（店）で行う場合は本社（店）の該当項目を

それぞれ①～⑦に記入すること。 

 

          ・４ 「経営状況」 

         法人のみ記入。記載事項は、申請者自らが作成している直近１営業年度の決

算に係るものを記載してください。 

 

          ・５ 「営業上の許可・認可等」 

営業（事業）を行うにつき、法令の規定により官公署等の許可・認可・登録

等を必要とする場合において、当該許可又は認可を受けているものを記載 

 

・６ 「使用印鑑届け」 

                     川辺町と書類（見積書・契約書・請求書等）のやりとりに使用する印鑑であ

って印鑑証明を受けた印鑑でなくてもよい。 

なお、川辺町との取引を支店、営業所等に委任する場合は、支店、営業所等

で使用する会社印・代表者印（支店長印等）を押印すること。 

 

          ・７ 「委任状」 

                     川辺町との取引を支店・営業所等へ委任する場合は、必ず委任状に記載して

ください。なお委任期間は、「２ 入札参加資格の有効期限」と同じとします。

委任者、受任者ともに押印してください。 

 

          ・８ 「営業実績書」 

直近２年間の主な営業実績を記載してください。 

※直近２年間が無い場合は、古い実績情報でも結構です。 

 

    ４）許可証明書又は登録証明書 

          ・営業（事業）を行うにつき、法令の規定により官公署等の許可・認可・登録等を必要

とする場合において、当該許可又は認可を受けたことを証明する書類の写しをＡ４判にて

提出してください。 

 

５）（法人）現在事項全部証明書 ・（個人）身分証明書 

   ・法人の場合は、現在事項全部証明書を添付すること。 

    法人でない場合は、代表者の身分証明書を添付すること。 

      なお、営業所に委任する場合、受任者が当該事項全部証明書に記載されている場合

     は、事項全部証明書のみでよいが、受任者が記載されていない場合は、受任者の身分

     証明書を併せて添付すること。 

 

６）消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

          ※国税の納税証明書です。（税務署で発行） 

    【法人】その３の３ 

     「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明 

    【個人】その３の２ 



     「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明 

 

    ７）その他の納税証明書（取引をする本店又は委任先のみ） 

         本社（委任先営業所等）の所在地における、過去１年間の未納税額のない証明書。（所

在地の市町村役場で発行） 

         ・法人の市町村民税又は、個人の市町村民税 

         ・固定資産税 

         ・完納証明書 

 

 注３：様式第１号・２号・３号は、本記載要領に添付しています。なお、川辺町役場総務課窓

口にて配布しています。 

 注４：４）、５）、６）、７）は原本の写しでも受付します。 

 

５ 書類の綴り方 

提出書類は、「４ 申請書類」に記載の１）～７）の順に個別フォルダ（サイズ：Ａ４ヨ

コ 色：イエロー）に挟み込み、ファイル平面左上に申請業者名を記載のうえ提出してくだ

さい。（別図参照） 

 

６ 申請についての問い合わせ先 

     〒５０９－０３９３ 

     岐阜県加茂郡川辺町中川辺１５１８－４ 

     川辺町役場総務課  

     TEL ０５７４－５３－２５１１ 内線２１４ 

     FAX ０５７４－５３－２３７４ 

 

 


